
月年平成

生物多様性条約に関わる国際動向調査
－電気事業の事業活動や環境経営の視点から－

527

調査報告 ： Ｖ14016

環 境





 i ©CRIEPI 

生物多様性条約に関わる国際動向調査 
－電気事業の事業活動や環境経営の視点から－ 

 

小林 聡*1  富田 基史*1  阿部 聖哉*2 

 

キーワード：生物多様性条約 COP-10 

 

愛知目標 

生物多様性資金メカニズム 

生物多様性オフセット 

民間参画 

Key Words：Convention on Biological Diversity 

Conference of the Parties 10 

Aichi Biodiversity Targets 

Biodiversity Financing Mechanisms 

Biodiversity offset 

Private sector engagement 

 

Report on recent international trends related to the Convention on Biological Diversity 
-From the viewpoint of Environmental Management of Electric Power Industry- 

 

Soh Kobayashi, Motoshi Tomita and Seiya Abe 

 
Abstract 

 

Since Aichi Biodiversity Targets had been adopted at the 10th Conference of the Parties (COP-10) to the Convention on 

Biological Diversity (CBD) in 2010, various sectors including businesses has been implementing new initiatives and 

activities to achieve the targets. These activities could be reflected in some policies, plans and guidelines, and thus could 

affect the environmental management activities in electric power industries. In this paper, we analyzed international and 

domestic trends related to biodiversity particularly after COP-10, and discussed their potential effect to the electric power 

industry in Japan. Among participants in COP-11 and COP-12 to CBD, possibility to mobilize financial resources from 

business such as biodiversity offsets and payment for ecosystem services has been discussed, with strong need to expand 

financial resources for conservation. Analysis of 97 web news articles about biodiversity and electric power industry or 

business sector indicated that most of articles were about non-regulatory responses and guidelines, however, some articles 

indicated introduction of new regulations such as biodiversity offsets. Our analysis indicated that recent social trends are not 

in direction toward introducing additional risk to electric power industry, at present. Although, several topics related to 

environmental impact assessment or environmental accounting can introduce future risk and cost. 
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背  景 

 2010 年に開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP-10）では愛知目標注 1）

が採択され，国や企業など多様な主体がその目標達成に向けた新たな取り組みを進めて

いる．様々な場面で生物多様性と関わりのある電気事業にとって，生物多様性に関連す

る国際動向などの情報を継続的に把握することは，事業運営上のリスク注 2）や社会から

の要請を早期に捉えて適切に対処し，円滑に事業を推進していくために必要である．  

目  的 

 生物多様性条約とそれに関連する国際動向を整理・分析し，電気事業の事業活動や環

境経営に影響を及ぼす可能性のある新たな動きや課題を明らかにする． 

主な成果 

 COP-11（2012 年）と COP-12（2014 年）に参加して収集した情報と，2012-2014 年に

収集した生物多様性と電気事業に関連するニュース記事注 3）（97 件）を整理・分析した． 

1. 生物多様性条約及び関連する国際動向 

 COP-11・12 では，愛知目標達成に向けた資金確保策が主要議題となり，公的資金に加

え民間資金も議論の対象とされたが，民間資金に関して具体的な政策導入につながる決

議はなかった（図 1）．一方，生態系サービス注 4）の経済価値評価を国や企業の環境会計

に組み込んだ事例などが活発に議論され，標準化にむけた取り組みが進んでいた． 

2. 生物多様性と電気事業に関連するニュース記事の動向 

 海外では風力発電所などの電力設備の建設に関連して，生物多様性保全のための制度

変更などの記事が見られたが，その多くは国内で建設時に実施されている環境配慮策で

対応可能な内容であった．また，英国などで開発により消失した生物多様性の価値を事

業者間で取引する仕組み（生物多様性オフセット注 5）やオフセット・バンキング注 6））を

法制度化する動きが見られたが，制度化に伴う社会的・技術的課題をめぐる議論が続い

ている状況が確認された（図 1）． 

3. 電気事業の事業活動や環境経営への影響 

 新たな規制の策定などの電気事業に直接影響する生物多様性条約の決議はなかったが，

生物多様性や生態系サービスの経済価値を評価し事業活動や環境経営に活用する動きが

広がってきており，電気事業においても，将来の統合報告書注 7）や環境会計における情

報開示等にこれらの考え方を取り入れる必要が生ずると考えられた（図 1）． 

 生物多様性に関わる取り組みの多くはまだ議論途上にあり，政策導入の可能性や企業 

の取り組みの実効性については不確実な事が多い．電気事業はこれまでの取り組みを推

進しつつ，今後も国内外の動向を継続的に把握していくことが重要である． 
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注 1） COP-10 で採択された「2020 年までに生物多様性の損失速度を顕著に低下させる」ことを掲げ
た国際社会が取り組むべき国際目標．生物多様性に関する多様な課題が 5 つの戦略目標と 20 の
個別目標に分けて示されている． 

注 2） 斉藤（2011）では，生物多様性に関係する民間企業にとっての事業運営上のリスクは，原料調
達を含む操業リスク，規制強化リスク，社会からの信頼失墜リスクの 3 つに整理されている．

注 3） 国際環境条約等に関するポータルサイト（IISD Reporting Service：http://www.iisd.org）や排出権
取引・生物多様性バンキング等に関するポータルサイト（ Ecosystem Marketplace ：
http://www.ecosystemmarketplace.com）に掲載された情報に加え，Google アラートによって検索・
収集した記事の中から，重複等を除く 97 件の記事を抽出した． 

注 4） 生物・生態系に由来し，人類の利益になる機能（サービス）のこと．「生態系の公益的機能」と
も呼ぶ． 

注 5） 開発による生物多様性の損失を回避・最小化してもなお残る影響を別の場所で実施する保全措
置によって代償すること． 

注 6） 事前に生態系や生物多様性の復元を実施して債権化し，開発の際に必要に応じて事業者間など
で取引する制度． 

注 7） 企業の売り上げなどの財務情報と，環境や社会への配慮，知的資産，ガバナンスや中長期的な
経営戦略までを含む非財務情報について，お互いの関係性を整理して統合し，投資家など各ス
テークホルダーに伝えるためにまとめた報告書． 

図 1 生物多様性条約に関わる国内外の動向と電気事業とのかかわり 
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１．はじめに 

 

2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された

生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP-10）

では，2020 年までに国際社会が取り組むべき

国際目標として「愛知目標」が採択された．

「2020 年までに生物多様性の損失速度を顕著

に低下させる」ことを掲げた愛知目標には，

種・生態系の保全だけでなく，経済・社会と生

物多様性に関する多様な課題が 5 つの戦略目標

と，その下に位置付けられる 20 の個別目標と

して示されている（表 1-1）．愛知目標は，広

範かつ複雑な生物多様性に関する諸問題の論点

を整理し，様々な主体が生物多様性に取り組む

ための共通の政策的な土台を提供したことで，

これまで生物多様性条約とはあまり縁がなかっ

た業界においても，生物多様性の諸問題に与し

やすくなった． 

また，COP-10 では生物多様性版のスターン

レビュー1と呼ばれた「生物多様性と生態系サー

ビスの経済学（The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity：以下，TEEB）」[1]が公表され，

生物多様性が人類にもたらす様々な恩恵である

生態系サービスの経済価値の評価手法が明示さ

れた．この報告書の提示した枠組みや評価手法

は，国や企業など様々な主体が実施する，経

済・社会活動による生物多様性への影響の評価

や報告などの取り組みや[2,3]，市場メカニズム

を通じた生物多様性保全の仕組みの導入に向け

た議論に活用されている[4]．また，COP-10 後

も国や自治体，業界レベルなど様々な主体にお

いて TEEB に関連した経済価値評価プロジェ

クトが各地で推進されている[2,3,5,6]． 
                                                           
 
1経済学者ニコラス・スターン卿（Sir Nicholas Stern）
によって発表された気候変動の対策による損得，方

法，目標などに対して経済学的な評価を行った報告

書．正式な表題は The Economics of Climate Change 
（気候変動の経済学）．気候変動枠組条約での議論

に大きな影響を与えた． 

このように愛知目標達成に向けた取り組み

は，少なくとも目標の達成期限である 2020 年

ごろまで，進捗状況に合わせて変化・増加し続

けると考えられ，民間企業が COP-10 以降の国

際動向を継続的に把握することは，生物多様性

に起因する潜在的なリスク2[7]や社会からの要

請の変化を早期にとらえて対処し，円滑に事業

を継続していくうえで有用である． 

企業活動における生物多様性への取り組み

については，全般的なガイドラインがいくつか

公表されているほか[8,9,10,11]，生物多様性への

依存度が特に大きい業種においては，業界向け

のガイドライン作りや個別事例の共有が進めら

れている[12]． 

電気事業においても，設備の建設・運用，

燃料・資材の調達，排気・排水等，事業活動の

様々な場面において生物多様性に直接的・間接

的に関わっており，生物多様性に対する適切な

配慮を行うことは円滑な事業実施において重要

である[13]．日本国内では電気事業連合会が

COP-10 に合わせて 2010 年 4 月に「電気事業

における生物多様性行動指針」を公表し，電力

各社の取り組みを整理して公表した（表 1-2）．

しかし，COP-10 以降 2 回の締約国会議を経て，

愛知目標達成に向けた新たな取り組みが国際的

な広がりを見せる中，国際機関や先進的な企業

の動向が，国内における新たな制度の導入や生

物多様性に対する取り組みの業界標準の形成す

るきっかけとなり，電気事業の環境経営や事業

活動に影響を及ぼす可能性がある．そのため，

COP-10 後の国際社会の動向を整理し，電気事

業の事業活動や環境経営に波及する可能性のあ

る話題や課題を把握することが必要である． 

本報告書の前半では，COP-10 以降の国際動 

                                                           
 
2斉藤（2011）では，民間企業にとって生物多様性

に関係する事業運営上のリスクは，原料調達を含む

操業リスク，規制強化リスク，社会からの信頼失墜

リスクの 3 つに整理されている． 
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表 1-1 生物多様性戦略計画 2011—2020 および愛知目標（通称：愛知目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標1 人々が生物多様性の価値と行動を認識する

目標2 生物多様性の価値が国と地方の計画などに統合され，適切な場合には国家勘定，報告制度に組み込まれる

目標3 生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止，又は改革され，正の奨励措置が策定・適用される

目標4 すべての関係者が持続可能な生産・消費のための計画を実施する

目標5 森林を含む自然生息地の損失が少なくとも半減，可能な場合にはゼロに近づき，劣化・分断化が顕著に減少する

目標6 水産資源が持続的に漁獲される

目標7 農業・養殖業・林業が持続可能に管理される

目標8 汚染が有害でない水準まで抑えられる

目標9 侵略的外来種が制御され，根絶される

目標10 サンゴ礁等気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱な生態系への悪影響を最小化する

目標11 陸域の17％，怪異の10％が保護地域等により保全される

目標12 絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される

目標13 作物・家畜の遺伝子の多様性が維持され，損失が最小化される

目標14 自然の恵みが提供され，回復・保全される

目標15 劣化した生態系の少なくとも15％以上の回復を通じ気候変動の緩和と適応に貢献する．

目標16 ABSに関する名古屋議定書が施行，運用される．

目標17 締約国が効果的で参加型の国家戦略を策定し，実施する

目標18 伝統的知識が尊重され，主流化される

目標19 生物多様性に関する知識・科学技術が改善される

目標20 戦略計画の効果的実施のための資金資源が現在のレベルから顕著に増加する

環境省，平成24年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書より作成

戦略目標E：参加型計画立案，知識管理及び能力向上を通じて実施を強化する

戦略目標A：各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより，生物多様性の損失の根本原因に対処する

戦略目標B：生物多様性への直接的な圧力を減少させ，持続可能な利用を推進する

戦略目標C：生態系，種及び遺伝子の多様性を保護することにより，生物多様性の状況を改善する

戦略目標D：生物多様性及び生態系サービスから得られるすべての人のための恩恵を強化する
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表 1-2 電気事業における生物多様性行動指針と愛知目標との対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 行動指針 愛知目標

Ⅰ-①
生物多様性や自然の恵みの重要性を認識し、設備の形成や運用にあたって
は、国内外の生態系及び地域への影響に配慮する。

目標4

Ⅰ-②
原子力・再生可能エネルギーの利用拡大、火力発電の熱効率向上などによ

るCO2 排出原単位の低減に努める。
目標15

Ⅰ-③ 設備建設、調達、輸送等における温室効果ガスの排出抑制に努める。 目標15

Ⅱ-④
事業活動による生物多様性への影響を適切に把握・分析し、その保全に努
める。

目標5，12

Ⅱ-⑤ 地域特性に応じた緑化など環境保全活動による社会貢献に努める。 目標14

Ⅲ-⑥
資源の有効利用や廃棄物最終処分量の削減などの３R（リデュース・リユー
ス・リサイクル）活動を継続し、生物多様性の保全と持続可能な利用に努め
る。

目標4，8

Ⅳ-⑦
生物多様性の保全と持続可能な利用に資する技術・研究開発を推進し、そ
の普及に努める。

目標19

Ⅴ-⑧ 地域の人々、地方自治体、研究機関などとの協働に努める。 目標19

Ⅴ-⑨
生物多様性に配慮した事業活動について、分かりやすく情報を発信し、共有
に努める。

目標1，4

Ⅵ-⑩ 従業員への環境教育の充実に努める。 目標1，4

Ⅵ-⑪ 社会の生物多様性への意識向上に貢献する。 目標1，4

電気事業連合会，2010年電気事業における生物多様性行動指針より作成
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向の変化を把握するために，生物多様性条約

COP-11，COP-12 における情報収集活動を実施

し，特に国際動向の変化が電気事業を含む民間

企業の事業活動に影響を及ぼす可能性のある資

源動員や生物多様性資金メカニズム3などの話

題についてその動向を調査・分析した．後半で

は生物多様性に関連した国内外の主要な制度変

更や新しい取り組みをタイムリーに把握するた

めに，COP-11 から COP-12 までの期間である

2012—2014 年にかけて電力中央研究所が収集

したニュース記事の中から，特に民間企業や電

気事業に関連すると思われる記事を抽出し，記

事内容の整理・分析を行った．これらの結果を

もとに，生物多様性に関連して電気事業が環境

経営の観点から新たに取り組む必要のある話題

や課題を抽出した． 

 

２．生物多様性に関する COP-10 以降の

国際動向 

 

生物多様性条約 COP-11（2012 年：インド・

ハイデラバード）及び COP-12（2014 年：韓

国・ピョンチャン）に参加し，生物多様性に関

する COP-10 以降の国際動向に関する情報収集

を実施した（表 2-1）．2 年おきに開催される

COP は各国政府の代表が参加する条約の最高

意思決定機関であり，COP の決議内容は国内

外の実際の施策に影響力を持つ．加えて COP

会期中には，政府・国際機関・NGO・民間企

業等の参加者が特定のテーマについて，より詳

細な議論や情報交換を行うサイドイベントや

フォーラムが数多く開催されるため，生物多様

性に関連した最新動向についての多様な情報を

                                                           
 
3 生物多様性条約では「革新的資金メカニズム

（Innovative Financial Mechanism）」という用語が

主に使われてきたが，COP-12 おいて「生物多様性

資金メカニズム（Biodiversity Financing Mechanism）」

に用語を統一することとなった．内容は表 2-2 にま

とめて記載した． 

効率よく収集することができる．COP で議論

されるテーマは多岐に渡るが，本報告書では

COP-10 以降の愛知目標の進捗状況に加えて，

電気事業を含む民間企業に関連するテーマとし

て「生物多様性資金メカニズム」，その一環と

して「経済価値評価」及び「生物多様性オフセ

ット」，加えて「民間参画」についてより詳細

な情報収集を実施した．具体的には，国際交渉

の場における締約国の発言内容の分析に加え，

サイドイベント・フォーラムにおける最新動向

に関する情報収集及び出席者へのヒアリングを

行った． 

 

2.1 生物多様性条約及び関連する国際

動向 

 

2.1.1 COP-10 以降の生物多様性条約

の進捗状況 

COP-10 では愛知目標そのものは採択された

ものの，愛知目標を達成するための資金源を含

む具体的な戦略や目標の進捗評価の方法等につ

いては COP-11 以降に改めて議論することとな

った．COP-10 が目標設定のための COP だと

すれば，COP-11 以降は目標達成に向けた戦略

を締約国が議論するという位置づけである．

COP-11 では愛知目標の実施方策及び進捗評価

の方法に関する決議が採択された．また，本会

議ならびにサイドイベントの会場では，各国の

代表団のみならず，自治体や民間企業のポス

ターなどにおいても取り組みごとに愛知目標と

の関係性を分析した結果を報告する展示などが

あり，生物多様性条約に関係する国際社会にお

いて愛知目標が根付いていることが確認できた． 

COP-12 では，「地球規模生物多様性概況第

4 版（GBO-4 ：Global Biodiversity Outlook 4 ）」

報告書が愛知目標の中間評価という位置づけで

公表された．この報告書によれば，2011 年か

ら現時点までに個別目標の多くにおいて一定の 
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表 2-1 生物多様性条約 COP-10,11,12 の概要 

 
 

進捗は見られたものの 2020 年までの達成が見

込まれるのはわずか数項目であり，大部分の項

目で進捗は不十分であることが明らかになった．

報告書では 2020 年までに愛知目標を達成する

ためには，国際社会が今後一層，取り組みを加

速させていく必要があると述べている[14]．こ

の結果を受けて各国からは深刻な懸念とともに，

特に愛知目標の実施に必要な資金を顕著に増加

させる必要性が表明された．COP-12 では最終

的に，資金確保に関する決議を含む愛知目標の

達成に向けた主要決議を「ピョンチャンロード

マップ：the Pyeongchang Roadmap 2020」と称

することが決定したほか，2015 年に国連総会

で 採 択 予 定 の 国 連 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（SDGs：Sustainable Development Goals）にお

いて生物多様性を重視することを求めた「カン

ウォン宣言：Gangwon Declaration on Biodiversity 

for Sustainable Development」が閣僚級会合で採

択された． 

愛知目標の実施に必要な資金確保策を議論

する「資源動員」は，COP-10 後の生物多様性

条約において最も重要かつ各国の関心の高い議

題である．愛知目標が採択された COP-10 では

国際社会が拠出する資金の目標額に関する議論

が行われたが，途上国と先進国との間の対立か

ら合意することができず，2 年後の COP-11 に

おいて改めて議論することとなっていた[15,16]．

COP-11 では，このうち国際的な資金の拠出目

標額が大きな争点となり，先進国から途上国へ

の資金援助額増加を主張する発展途上国と，す

べての国が顕著に資金拠出額を増加させるべき

と 主 張 す る 先 進 国 の 間 で 議 論 し た 結 果

「2006—2010 年の平均額を基準に，2015 年ま

でに国際的な資金の流れを 2 倍にし，少なくと

もその水準を 2020 年まで維持する」「COP-12

において目標の見直しを行う」ことを含む暫定

目標が採択された．続く COP-12 では，COP-

11 で採択された暫定目標がそのまま正式目標

として採択されたほか，具体的な数値目標は設

定されなかったものの「すべての国が国内のあ

らゆる資源を動員すること」が新たな資金の拠

出目標として採択された．「2015 年までに 2 倍」

というマイルストーンを踏まえて，2016 年に

メキシコで開催される COP-13 では「資源動員」

の進捗・妥当性に関する評価が実施される予定

である[17]． 

資源動員に関する交渉では，公的資金だけ

でなく民間が支出する生物多様性関連の資金の

取り扱いについても議論が行われた．前述の資

金の拠出目標は資金源を公的資金（ODA 等）

に限定しておらず，民間資金を含むものとされ

ている．生物多様性関連の発展途上国向け資金

援助額を顕著に増加させることが難しい先進国

の一部（特に欧州諸国）は，民間資金を公的資

金に代わる新たな資金源として位置付けようと

しているが，生物多様性の経済価値評価による

COP-10 COP-11 COP-12

日時 2010年10月18—29日 2012年10月 8—19日 2014年10月6—17日

場所 日本・名古屋 インド・ハイデラバード 韓国・ピョンチャン

資源動員目標に合意

愛知目標実施に向けたピョンチャン
ロードマップの採択

名古屋議定書の発効

参加国・人数 179ヶ国・13,000人以上 172ヶ国・9,000人以上 162ヶ国・3,000人以上

サイドイベント数 約350 約290 約260

主要成果 資源動員暫定目標に合意

環境省報道発表から著者作成

愛知目標の採択
名古屋議定書の採択
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生物多様性の商品化を懸念する一部途上国の反

発もあり，国際交渉の場での具体的な議論は進

んでいない．現状では，各国が生物多様性条約

事務局に提出する資金動員に関する報告書に，

各国の判断で自国の企業が拠出した生物多様性

関連資金の額を報告する程度に留まっている． 

民間資金については，生物多様性条約 COP

において，従来の公的資金によらない資金拡大

戦略として「生物多様性資金メカニズム」いう

仕組みが議論されている．これについては，次

節で詳しく述べる． 

一方，愛知目標に関する個別議題の中では，

臨海発電所を多く保有する電気事業とも関連の

深い海洋保護区に関する議論が，COP-11・

COP-12 において活発に行われた．愛知目標で

は個別目標 11 において「2020 年までに海域の

10%を保護地域に設定する」ことが定められて

いるものの（表 1-1），陸域に比べて海域の保

護地域の指定は進んでいない[12]．COP-11 では

生物多様性の観点から重要と考えられる海域を

地域ごとに検討・抽出した結果である生物多様

性重要海域（EBSAs：Ecologically or Biologically 

Significant Marine Areas）の生物多様性条約にお

ける法的位置づけが議論され，結果的に 

「EBSAs は（政府・科学者等が既存情報を元

に生物多様性にとって重要と考えられる海域を

一定の基準に基づいて抽出した）科学的・技術

的な評価の取り組みの結果」であり，保護地域

の指定等を含む対応は各国及び海洋管理に関す

る国際機関に委ねることが確認された．さらに

COP-12 では，条約事務局は開発行為を含む

EBSAs 内の人間活動が生物多様性に与える影

響に関する科学的評価を実施しないことが決議

された．これは，国家主権や海洋に関する他の

国際条約との関係が複雑であること，自国内の

海域における経済活動への影響を懸念する一部

締約国の反発によるものであり[18]，生物多様

性条約が具体的な政策を実施する上での一つの

限界を示していると言える． 

日本国内での検討においても，重要海域に

ついての検討会資料には，人間活動が生物多様

性に与える影響に関する科学的評価を実施しな

いことや「抽出した区域は、そのまま規制等を

含む保全施策（海洋保護区など）を行う対象に

なるものではない」事が記載されている[19]．

海洋保護区に関しては，海洋生物多様性保全戦

略を 2011 年に策定し[20]，海洋保護区の定義を

定めて 2014 年に保護区面積を確認したところ，

自然公園や漁業管理海域を含め，排他的経済水

域の 8.3％が海洋保護区として保全されている

計算となったと国別報告書で報告している[21]．

また，環境省は国別報告書の提出と同時期の

2014 年 3 月に慶良間諸島を 26 年ぶりとなる新

たな国立公園として指定した．愛知目標に記載

された沿岸・海洋域の 10％には届いていない

が，大規模拡大候補地は 18 か所選定済みであ

るため，今後は適切な保全管理方法や保護区の

効果の評価手法に関する研究を推進する必要が

あると報告されている[22]． 

COP-12 では，気候変動と生物多様性に関す

る議題についても，大きな変化があった．これ

までの生物多様性条約 COP は，気候変動の緩

和策の中でも生物多様性に影響を与えると考え

られる REDD+（途上国の森林減少・劣化に由

来する排出量削減：Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation-plus）及び

海洋における気候工学的手法に対して，生物多

様性保全の観点から拙速に導入を推進すべきで

はないという意見を国や関係各所に対して表明

してきた．ところが COP-12 では，上記の問題

は関連する他条約（気候変動枠組条約・海洋汚

染に関するロンドン条約）において主に取り扱

うことが決議された[20]．その一方で COP-12

では，愛知目標の個別目標 15 に関連して，気

候変動への適応策において生態系の保全や回復

を通じた影響の低減策を積極的に採用すること
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を奨励する決議が採択された．気候変動の緩和

策に関する議論は他条約において実施し，生物

多様性条約は長期的な視点で気候変動への適応

策を奨励する議論にシフトしたと言える． 

 

2.1.2 生物多様性資金メカニズム 

愛知目標の実施に必要な資金と現在主要な

資金源である公的資金の拠出額の間には大きな

ギャップがある．COP-10・COP-11 決議を受け

て 2011—2014 年に実施された地球規模の資金

必要額に関する調査によれば，愛知目標の達成

には 1,500—4,400 億ドルの資金が必要である

とされている[21]．一方，公的資金のうち生物

多様性関連の二国間 ODA 及び多国間 ODA の

金額は年間 100 億ドル前後であり[14]，国内資

金・民間資金を含む生物多様性関連資金全体を

含めても 510—530 億ドル程度である[24]．これ

らのギャップを埋める手段の一つとして議論さ

れている仕組みが，生物多様性資金メカニズム

である． 

生物多様性条約では，表 2-2 に挙げた 6 項目

を生物多様性資金メカニズムと定義しており[25] ，

この中には個人・個別企業の民間資金を主な資

金源とするものと政府等の公的資金を主な資金

源とするものがある[26]．生物多様性条約では

COP-10 に向けて民間部門からの資金拠出メカ

ニズムとして，グリーン開発メカニズム（GDM：

Green Development Mechanism）の導入に関する議

論が起こったが，生物多様性の商品化への懸念

などから最終的に導入に向けた議論が見送られ

た経緯がある[16]．COP-11・12 においても公式

の国際交渉の場では生物多様性資金メカニズム

の導入に関する具体的な議論はほとんど進展

していないが，サイドイベント・フォーラム

等の場では，国・業界レベルにおける生物多様

性資金メカニズム導入の可能性が活発に議論さ

れている．ここでは表 2-2 のうち民間企業に大

きく関連する（1）～（3）について，「環境財

政改革及び生態系サービスへの直接支払」，「生

物多様性の経済的価値評価」，「生物多様性オフ

セット4」という観点から調査・分析した． 

 

2.1.2.1 環境財政改革および生態系サービス

への直接支払い 

国内制度である環境財政改革や生態系サー

ビスへの直接支払いに関して，生物多様性条約

では国際法的な義務を伴う仕組みの導入に関す

る議論が行われることはない．ただし COP-12

では，資源動員決議において「生物多様性に負

の影響を与える補助金の廃止と正の影響を与え

る奨励措置の導入（愛知目標の個別目標 3）に

関する計画を，各国が 2018 年までに作成する」

ことが決議された[17]．この決議自体は個別具

体的な制度の導入には言及していないため政策

の中身は各国が決定するが，税制改革，補助金

改革などの環境財政改革や，生態系サービスへ

の直接支払い制度の導入などの対応が考えられ

る．なお，日本においては，既存の政策や税制

の見直しにおいて生物多様性への配慮がすすむ

と考えられるが，まだ新しい税制の導入などは

具体的には検討されていない．また，明示的な

補助金の有害性の調査はされておらず，奨励措

置を含む地域戦略の策定状況を目標 3 の指標と

して国別報告では記載している[21]．ただし，

個別の研究では補助金の有害性の調査も実施さ

れつつある[27]． 

 

2.1.2.2 生物多様性の経済的価値評価 

COP-10 以降の生物多様性資金メカニズムに

関する国際的な議論に大きな影響を与えている

のが，生物多様性の経済的価値を明らかにする

ことで社会経済の中で生物多様性の保全を目指 

                                                           
 
4開発による生物多様性の損失を回避・最小化して

もなお残る影響を別の場所で実施する保全措置によ

って代償すること． 
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表 2-2 生物多様性資金メカニズム 

 

 

す，TEEB5である．TEEB の目的は，外部経済

である生物多様性の価値を経済価値評価によっ

て「可視化・定量化」することで，環境財政改

革や生態系サービスへの直接支払い制度を含む，

生物多様性保全のための具体的な経済施策の導

入に必要な技術・情報・社会的な基盤を構築す

ることである．COP-9 で TEEB は様々な生物

                                                           
 
5  正式名称は，「The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity（生物多様性と生態系サービスの経済

学）」．2007 年に環境経済学者の Pavan Sukhdev 氏に

よって開始された国際的な研究イニシアティブであ

り，先述のように現在は国連環境計画（UNEP）が

事務局を務めている．COP-9（2008 年）で中間報告，

COP-10（2010 年）に最終報告を公表して以降，地

域・国・地方自治体・民間セクター等を対象とした

評価事業を世界中で展開している． 

多様性がもたらす生態系サービスの経済価値や

生物多様性の損失がもたらすコスト（全世界で

2—4.5 兆ドル／年）を地球規模で明らかにした

ことに加え，COP-10 では国・地方自治体・企

業・市民のそれぞれを対象として生物多様性の

経済価値評価の考え方と取り得るべき施策を提

言した報告書を出版した[1,11]．COP-11 では，

国内における愛知目標の個別目標 3 の実施に関

するガイドラインを紹介し[28]，政府関係者の

高い注目を浴びた． 

COP-10 以降 TEEB は民間企業が主体となる

取り組みに対して影響を与えていることが明ら

かになった．COP-11 では，いくつかの業種を

対象に企業活動が生物多様性に与える影響と企

名称 概要 主な資金源

（１）環境財政改革
(EnvironmentalFiscal Reform)

生物多様性に悪影響を与える行為への課
税を実施し，生物多様性に有益な経済活動
に対する課税を軽減すること．

民間

（２）生態系サービスへの
直接支払い
（PES : Payments for
Ecosystem Services)

生態系サービスの受益者が生態系サービ
スの提供者に対して直接的にインセンティ
ブを支払うこと．

民間

（３）生物多様性オフセット
(Biodiversity offsets)

開発によって失われた生物多様性の価値
を他の場所を保全することで代償すること．

民間

（４）グリーン商品市場
(Markets for Green Products)

生物多様性に対する影響が少ない商品や
生物資源の持続的な利用を謳った商品の
市場を拡大すること．

公的

（５）気候変動関連資金に
おける生物多様性主流化
(Biodiversity climate change
internationalfunding)

気候変動の緩和・適応を主目的とした事業
において生物多様性の保全も同時に行な
われるような計画を実施すること．

民間/公的

（６）開発援助（ODA）に
おける生物多様性主流化
(Biodiversity in international
development finance)

様々なODAプロジェクトにおいて生物多様
性の保全も同時に行なわれているような計
画を実施すること．

公的

OECD, 2013，Scaling-up Finance Mechanisms for Biodiversity.より作成
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業が生物多様性から受けている恩恵を TEEB

の枠組みを用いて経済価値評価するブラジルの

プロジェクトが紹介され[29]，他国の民間企業

だけでなく政府・NGO 等から関心が寄せられ

た．2014 年に出版されたプロジェクトの最終

報告書[6]では，農業関連企業 2 社を対象に企業

活動が生物多様性に与える損失と企業が生物多

様性から得ている便益を個別企業レベルで経済

価値評価した結果が公表された．2013 年に

TEEB は企業活動が生物多様性を含む自然資本

に与える影響を地域・業種別に評価した報告書

を出版し[4]，エネルギー・農業を含む特に自然

資本に対する影響が大きいセクターを特定した．

同年，TEEB は自然資本連合（Natural Capital 

Coalition）を発足させ，現在は生物多様性を含

む自然資本会計の手法標準化に向けた作業を進

めている．この手法作成には国際自然保護連合

（IUCN）及び持続可能な開発のための世界経

済人会議（WBCSD：World Business Council 

for Sustainable Development）が参加しており，

パブリックコメントを経て 2016 年春に公表が

予定されている[30]． 

TEEB による評価事例は，国単位での環境会

計における生物多様性の経済価値評価にも波及

していくものと考えられる．COP-11・COP-12

では， TEEB が提唱した枠組みを用いて国レ

ベルで生態系サービスの経済価値評価を実施し

たグルジア[3]南アフリカ[31]インド[5]の取り組み

事例が紹介された．また COP-12 では，国連統

計委員会（UNSD），国連環境計画（UNEP）の

TEEB 事務局，生物多様性条約事務局が実施し

ている国の環境会計における生物多様性の経済

価値評価に関する調査事業のワークショップが

開催された．これらの取り組みはまだ試験的導

入による整合性などの調査・研究段階であり，

将来的な施策導入の可能性や民間企業への影響

は未知である． 

 

2.1.2.3 生物多様性オフセット 

生物多様性オフセットについては，COP-10

では民間企業に対して生物多様性オフセットの

実施を奨励する決議が採択されたり[32] ，その

他の COP でもサイドイベントにおいて実際の

事例紹介が行われたりしたことはあるが，各国

において将来的な制度化につながる議論が行わ

れることはほとんどなかった．これは，生物多

様性オフセットが国内制度であることや，既に

多くの国で導入実績があり[33]生物多様性条約

の場で議論する課題が少ないことなどが理由と

考えられる．生物多様性オフセットの社会的・

技術的課題の最新情報については，国際社会全

般ではなく，欧米先進国を中心とする各国の動

向に注目する必要がある． 

2014 年末の時点で公表されている限り，生

物多様性の経済価値評価を実際の企業の意思決

定や国の環境会計に組み込む動きは，まだごく

一部の先進的な国・業種・企業の試験的な取り

組みの段階であり，手法の整備・能力開発や生

物多様性の経済価値評価に対する懸念等，普及

に向けた課題は多いと考えられる[34]．また，

第 3 章で紹介するように，諸外国ではすでに生

物多様性オフセットに関する多くの取り組みが

実施され，一定の成果を挙げている．これらの

先行事例が国内の世論形成や政策検討に与える

影響を今後は注視する必要があるだろう． 

 

2.1.3 民間参画 

民間企業は自社の操業やサプライチェー

ン・バリューチェーンを通じて，生物多様性に

対して大きな影響を与えていると同時に，多く

の企業活動は生物多様性がもたらす直接的・間

接的な様々な恩恵に支えられている[1]．したが

って，民間企業は生物多様性条約においても重

要なステークホルダーとして決議の文言に含ま

れている． 

生物多様性条約において民間参画に関する
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決議が初めて採択されたのは 2006 年の COP-8

であるが，本格的に民間企業が COP の場に参

加するようになったのは 2008 年の COP-9 であ

る．COP-9 では民間企業の参加を加速する決

議が採択されたほか，ドイツの経済界を中心と

した生物多様性分野における先進企業の集まり

である「Biodiversity in Good Company Initiative」

が組織された．当時，すでに COP-10 を愛知県

名古屋市で開催することが決定していたため，

いくつかの日本企業もこのイニシアティブの発

足に参加した． 

ただ，民間企業の重要性が大きいとはいえ，

国家の集まりである条約の意思決定に企業が直

接参加することは難しい．そこで COP-10 では，

企業と生物多様性条約事務局のパートナーシッ

プとして，「ビジネスと生物多様性グローバ

ル・パートナーシップ（Global Partnership for 

Business and Biodiversity）」の設立が決議され[35]，

翌 2011 年 12 月に発足会合が日本で行われた．

このパートナーシップには各国の企業団体がメ

ンバーとして参加しており，発足から 4 年が経

過した 2014 年末現在，19 ヶ国 20 団体が正式

なメンバーとして加盟している．日本からは生

物多様性民間参画パートナーシップ（経団連自

然保護協議会）と企業と生物多様性イニシア

ティブ（JBIB）の 2 団体が加盟しており，

2014 年から 2016 年までこの 2 団体が共同で運

営委員に就任する事が決まっている． 

COP-12 では条約の本体交渉と平行して，

「Mainstreaming Biodiversity: Innovative opportunities 

for business」と題した民間参画フォーラムが 3 日

間の日程で開催され，企業・政府・国際機関・

NGO 等からおよそ 250 名が参加した[36]．生物

多様性条約 COP にはこれまでも民間企業関係

者が参加していたが，これまでは交渉の合間に

企業等が短時間のフォーラムやサイドイベント

を開催して個別テーマについて議論することに

留まっていた．COP 会期中に企業を対象とし

た大規模なイベントを生物多様性条約事務局が

主催するのは COP-12 が初であり，民間企業に

対する国際社会の期待が増していることを表し

ていると言える．フォーラムでは，パートナー

シップ会合に加えて，資源動員・能力開発・生

物多様性に対する企業活動の影響評価・サプラ

イチェーンなどの個別テーマに関する各国から

の事例紹介と課題の共有が行われ，活発な議論

が交わされた．ただし，今回のフォーラムには

生物多様性条約の締約国政府からの参加が少な

く，条約本体と民間企業との間の情報共有のあ

り方には課題が残った[37]． 

一方，COP-12 で特筆すべきは，これまで生

物多様性条約 COP で積極的に活動してこなか

った業種からも参加があったことである．

COP-11 まで生物多様性条約に積極的に参加し

てきたのは，生物多様性に大きく依存する化粧

品・製薬・食品加工業界や，生物資源，生物多

様性への影響度が大きい鉱業，地球規模でサプ

ライチェーン・バリューチェーンを展開してい

る製造業であったが，今回はインフラ産業であ

る電力会社（仏発電大手 EDF 社）からの話題

提供があった．EDF 社では統合報告書6と呼ば

れる投資家・ステークホルダー向けの情報や

Financial Report と呼ばれる投資家向けの会計

関連の書類において，生物多様性への配慮に関

する資金フローや自社の生物多様性への負荷を

体系的に把握し公表した取り組みの紹介があっ

た[38]．この事例は，生物多様性に起因するリ

スクの中でも，取り組みを実施しないことによ

る規制強化のリスクと社会からの信頼失墜リス

クに対する対応策である．このように生物多様

性に取り組む企業コミュニティは拡大してきた

                                                           
 
6企業の売り上げなどの財務情報と，環境や社会へ

の配慮，知的資産，ガバナンスや中長期的な経営戦

略までを含む非財務情報について，お互いの関係性

を整理して統合し，投資家など各ステークホルダー

に伝えるためにまとめた報告書． 
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ことを示している． 

今回のフォーラムは各国の企業から自社の

取り組みの紹介が中心であったが，パートナー

シップ会合では今後の課題として，一部の先進

企業を超えた産業界全体に生物多様性への取り

組みを拡大させる戦略や企業が主体となる資源

動員のあり方などが挙げられた[38]．将来的に

は，各国企業が主体となって，生物多様性に対

する企業貢献のあり方や企業の様々な意思決定

プロセスに生物多様性への配慮を組み込むため

の戦略を議論する過程を通じて，産業界におけ

るグローバルスタンダードを形成していくもの

と思われる．  

 

３．ニュース記事の分析による生物多

様性と電気事業との関連性の把握 

 

3.1 ニュース記事の収集と分析方法 

 

生物多様性条約に関連した国際動向として

前章では，民間企業と関連した重要な課題であ

る「愛知目標達成のための生物多様性資金メカ

ニズム」，その一環としての「TEEB の枠組に

よる生物多様性の経済価値評価」及び「生物多

様性オフセット」，「民間参画」の動向を検討・

解説した．本章では， COP では得られなかっ

た情報を補完しつつ，COP の間の 2 年間にお

ける国・業界の主要な動向をタイムリーに得る

ことのできるニュース記事を収集し，制度・規

制の動向や電気事業の事業活動などとの関連性

について分析した結果を報告する．分析の対象

は，2012 年 4 月から 2014 年 11 月までに収集

した生物多様性に関連した国内外のニュース記

事とした．記事の収集から分析までのフローを

図 3-1 に示す． 

生物多様性条約や生態系サービスの利用等に

関するポータルサイトや Google のニュースア

ラートで収集した生物多様性に関係するニュー

ス記事 1481 件の中から，重複した内容の記事

を除き，生物多様性に関連した条約や国際機関

など国際動向が把握できる記事や，官・民パー

トナーシップや業界団体の動向など，個別の民

間企業に影響が及ぶ可能性があると考えられる

記事，発電や送電など電力設備や電力会社に関

する記事 97 件を主要な記事として抽出した．

これらの記事を，「国際機関の動向に関連した

記事」30 件，「TEEB・自然資本に関連した記

事」8 件，「生物多様性オフセットに関連した

記事」14 件，「電力・エネルギーに関連した記

事」37 件，「民間企業に関連した記事」3 件，

「その他」の地方自治体の取り組みなどに関す

る記事 5 件の 6 つのカテゴリに整理した． 

さらに生物多様性に関連した規制・制度の

動向を把握するため，カテゴリ毎に環境白書

2014[39]における環境施策の分類に基づいて記

事を以下の 3 種類に分類した． 

 

規制的手法・手続的手法：規制の強化や緩和，

新基準の設定，保護地域の拡大，許認可

の厳格化（取消し例含む）など制度面で

の改定とその適用や運用方法． 

経済的手法：補助金や助成金，融資条件の設

定など経済的措置による良好事例の促進

する措置やその適用． 

自主的取組手法・情報的手法：目標としてのガ

イドラインの策定や，経済価値評価のた

めのツール化，関係する事業・取り組み

の効果や影響に関する評価事例やその報

告及び表彰事例． 

 

3.2 ニュース記事から見た生物多様性

関連の動向 

 

3.2.1 ニュース記事の主な内容と電気

事業との関連性 

主要な記事 97 件の一覧を表 3-1 に示す．「国 
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図 3-1 生物多様性と電気事業に関連したニュース記事収集・分析方法のフロー 

 

 

  

定期的な情報検索

生物多様性関連ニュース

データベース

主要記事

・重複記事
・イベント開催案内記事等の削除

・IISDなどのポータルサイト
・Googleによる記事検索

主要記事の選定
①生物多様性に関連した条約や国際機関の動向
②パートナーシップや業界団体の動向など，民間企業に

影響を及ぼす可能性のある記事
③発電や送電など電力設備や電力会社に関する記事

分析方法1. カテゴリに分類
①国際機関の動向など
②TEEBや自然資本会計
③生物多様性オフセット
④電力・エネルギーに関連

（良好事例及び軋轢事例）
⑤民間企業
⑥その他（自治体などの動向）

分析

分析方法2. 環境施策による分類
①規制的手法・手続的手法
（規制の強化や緩和，新基準の設定等）
②経済的手法
（補助金や助成金，融資条件の設定等）
③自主的取組手法・情報的手法
（ガイドライン策定や，ツール化，表彰等）

電気事業との関連性の把握
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h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
n
v.

go
.jp

/
pr

e
ss

/
pr

e
ss

.p
h
p?

se
ri
al

=
1
5
3
1
2

記
事

番
号

 6
:

国
連

高
官

が
R
io

+
2
0
 の

成
果

を
強

調
U

N
 N

e
w

s
2
0
1
2
年

6
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.u
n
c
sd

2
0
1
2
.o

rg
/
in

de
x.

ph
p?

pa
ge

=
vi

e
w

&
n
r=

1
3
0
8
&
ty

pe
=
2
3
0
&
m

e
n
u
=
3
8

記
事

番
号

 7
:

国
際

的
な

政
策

決
定

の
や

り
方

に
変

化
：
R
io

+
2
0
で

み
ら

れ
た

ボ
ト

ム
ア

ッ
プ

ア
プ

ロ
ー

チ
Is

la
n
ds

 B
u
si

n
e
ss

In
te

rn
at

io
n
al

2
0
1
2
年

7
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.is
la

n
ds

bu
si

n
e
ss

.c
o
m

/
is

la
n
ds

_b
u
si

n
e
ss

/
in

de
x_

dy
n
am

ic
/
c
o
n
ta

in
e
rN

am
e
T
o
R
e
p

la
c
e
=
M

id
dl

e
M

id
dl

e
/

fo
c
u
sM

o
du

le
ID

=
2
0
1
9
9
/
o
ve

ri
de

S
ki

n
N

am
e
=
is

su
e
A
rt

ic
le

-
fu

ll.
tp

l
記

事
番

号
 8

:
R
io

+
2
0
の

成
果

を
市

民
団

体
が

採
点

R
o
ad

 l
o
gs

 R
io

+
2
0

2
0
1
2
年

8
月

h
tt

p:
/
/
ro

ad
lo

gs
.r
io

2
0
.n

e
t/

ri
o
2
0
-
sc

o
re

c
ar

d/
記

事
番

号
 9

:
ラ

ム
サ

ー
ル

条
約

C
O

P
1
1
で

湿
地

開
発

や
気

候
変

動
に

関
す

る
決

議
II
S
D

2
0
1
2
年

6
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.ii
sd

.c
a/

vo
l1

7
/
e
n
b1

7
3
9
e
.h

tm
l

記
事

番
号

1
0
:

生
物

多
様

性
条

約
C

O
P
1
1
で

資
金

拡
大

目
標

な
ど

を
採

択
U

N
E
P
 N

e
w

s 
C

e
n
te

r
2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.u
n
e
p.

o
rg

/
n
e
w

sc
e
n
tr

e
/
de

fa
u
lt
.a

sp
x?

D
o
c
u
m

e
n
tI
D

=
2
6
9
7
&
A
rt

ic
le

ID
=
9
3
0
9

記
事

番
号

1
1
:

生
物

多
様

性
保

全
に

必
要

な
資

金
の

額
を

国
際

N
G

O
な

ど
が

試
算

N
at

u
re

 N
e
w

s
2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.n
at

u
re

.c
o
m

/
n
e
w

s/
gl

o
ba

l-
bi

o
di

ve
rs

it
y-

pr
ic

e
d-

at
-
7
6
-
bi

lli
o
n
-
1
.1

1
5
8
2

記
事

番
号

1
2
:

C
O

P
1
1
で

世
界

の
保

護
地

域
に

関
す

る
調

査
結

果
が

公
表

II
S
D

2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
u
n
e
p-

w
c
m

c
-
an

d-
iu

c
n
-
re

le
as

e
-
pr

o
te

c
te

d-
pl

an
e
t-

2
0
1
2
-
re

po
rt

/

記
事

番
号

1
3
:

C
O

P
1
1
で

都
市

の
生

物
多

様
性

に
関

す
る

レ
ポ

ー
ト

が
公

表
P
h
ill
S
T
A
R
.c

o
m

2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
h
ils

ta
r.
c
o
m

/
ag

ri
c
u
lt
u
re

/
2
0
1
2
/
1
0
/
2
1
/
8
5
9
5
6
8
/
u
rb

an
-
bi

o
di

ve
rs

it
y-

be
n
e
fi
ts

-
h
u
m

an
-
h
e
al

th
-
an

d-
e
n
vi

ro
n
m

e
n
t

記
事

番
号

1
4
:

生
物

多
様

性
保

全
の

資
金

確
保

に
関

す
る

レ
ポ

ー
ト

が
C

O
P
1
1
で

公
表

F
IN

A
N

C
IA

L
.c

o
m

2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
fi
n
c
h
an

n
e
l.c

o
m

/
n
e
w

s_
fl
as

h
/
B

an
ks

/
1
1
7
9
8
5
_W

o
rl
d_

B
an

k_
R
e
po

rt
_H

ig
h
lig

h
ts

_L
at

in
_A

m
e
ri
c
a%

E
2
%
8
0
%
9
9
s_

S
u
c
c
e
ss

e
s/

記
事

番
号

1
5
:

IU
C

N
が

生
態

系
の

「
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
」
「
グ

リ
ー

ン
リ

ス
ト

」
を

制
定

へ
E
n
vi

ro
n
m

e
n
t 

N
e
w

s
S
e
rv

ic
e

2
0
1
2
年

9
月

h
tt

p:
/
/
e
n
s-

n
e
w

sw
ir
e
.c

o
m

/
2
0
1
2
/
0
9
/
0
9
/
iu

c
n
s-

n
e
w

-
re

d-
lis

t-
fo

r-
e
c
o
sy

st
e
m

-
al

e
rt

s-
gr

e
e
n
-
lis

t-
fo

r-
re

w
ar

ds
/

記
事

番
号

1
6
:

「
気

候
変

動
」
と

「
生

物
多

様
性

」
の

両
条

約
関

係
者

は
よ

り
踏

み
込

ん
だ

対
話

が
必

要
と

の
認

識
T
h
o
m

so
n
 R

e
u
te

rs
F
o
u
n
da

ti
o
n

2
0
1
2
年

1
1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
ru

st
.o

rg
/
al

e
rt

n
e
t/

bl
o
gs

/
c
lim

at
e
-
c
o
n
ve

rs
at

io
n
s/

bi
o
di

ve
rs

it
y-

c
lim

at
e
-

n
e
go

ti
at

o
rs

-
m

u
st

-
ta

lk
-
to

-
e
ac

h
-
o
th

e
r-

fo
r-

th
e
-
sa

ke
-
o
f-

re
dd

-
u
rg

e
s-

be
lg

iu
m

記
事

番
号

1
7
:

生
物

多
様

性
と

生
態

系
サ

ー
ビ

ス
の

新
た

な
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
：
IP

B
E
S
第

1
回

総
会

が
開

催
U

N
E
P
 N

e
w

s 
C

e
n
te

r
2
0
1
3
年

1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.u
n
e
p.

o
rg

/
D

o
c
u
m

e
n
ts

.M
u
lt
ili
n
gu

al
/
D

e
fa

u
lt
.a

sp
?D

o
c
u
m

e
n
tI
D

=
2
7
0
2
&
A
rt

ic
le

ID
=
9
3
8
0
&
l=

e
n

記
事

番
号

1
8
:

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

グ
リ

ー
ン

イ
ン

フ
ラ

戦
略

が
採

択
II
S
D

2
0
1
3
年

5
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
e
u
ro

pe
an

-
c
o
m

m
is

si
o
n
-
ad

o
pt

s-
gr

e
e
n
-
in

fr
as

tr
u
c
tu

re
-

st
ra

te
gy

/
記

事
番

号
1
9
:

民
意

を
反

映
し

た
都

市
の

野
生

生
物

保
護

P
H

Y
S
O

R
G

.C
O

M
2
0
1
3
年

4
月

h
tt

p:
/
/
ph

ys
.o

rg
/
n
e
w

s/
2
0
1
3
-
0
4
-
c
it
y-

w
ild

lif
e
w

it
h
-
de

m
o
c
ra

c
y.

h
tm

l

記
事

番
号

2
0
:

N
at

u
ra

2
0
0
0
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
：
生

物
多

様
性

保
全

の
た

め
の

現
在

の
手

法
は

向
上

し
て

い
る

S
C

IE
N

C
E
 C

O
D

E
X

2
0
1
3
年

4
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
c
ie

n
c
e
c
o
de

x.
c
o
m

/
n
at

u
ra

_2
0
0
0
_n

e
tw

o
rk

s_
im

pr
o
vi

n
g_

c
u
rr

e
n
t_

m
e
th

o
ds

_i
n
_b

io
di

ve
rs

it
y_

c
o
n
se

rv
at

io
n
-
1
1
0
6
6
5

記
事

番
号

2
1
:

バ
ラ

ス
ト

水
に

関
す

る
新

た
な

規
制

で
船

舶
所

有
者

へ
の

負
担

増
M

ar
in

e
L
in

k.
c
o
m

2
0
1
3
年

7
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.m
ar

in
e
lin

k.
c
o
m

/
n
e
w

s/
re

gu
la

ti
o
n
s-

sh
ip

o
w

n
e
rs

3
5
7
0
3
7
.a

sp
x

記
事

番
号

2
2
:

国
際

海
洋

保
護

区
会

議
で

公
海

上
の

生
物

多
様

性
保

全
を

求
め

る
声

明
II
S
D

2
0
1
3
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
in

te
rn

at
io

n
al

-
c
o
n
gr

e
ss

-
o
n
-
m

ar
in

e
-
pr

o
te

c
te

d-
ar

e
as

-
c
al

ls
-
fo

r-
la

w
-
o
f-

se
a-

n
e
go

ti
at

io
n
s-

o
n
-
c
o
n
se

rv
at

io
n
/

記
事

番
号

2
3
:

南
極

地
域

の
海

洋
保

護
区

設
置

交
渉

が
決

裂
G

u
ar

di
an

2
0
1
3
年

1
1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
h
e
gu

ar
di

an
.c

o
m

/
e
n
vi

ro
n
m

e
n
t/

2
0
1
3
/
n
o
v/

0
1
/
an

ta
rc

ti
c
-
m

ar
in

e
-
re

se
rv

e
-

ta
lk

s-
fa

il

記
事

番
号

2
4
:

持
続

可
能

な
開

発
：
次

期
目

標
に

つ
い

て
の

議
論

が
行

な
わ

れ
る

T
h
e
 S

ta
r 

O
n
lin

e
2
0
1
3
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
h
e
st

ar
.c

o
m

.m
y/

O
pi

n
io

n
/
C

o
lu

m
n
is

ts
/
G

lo
ba

l-
T
re

n
ds

/
P
ro

fi
le

/
A
rt

ic
le

s/
2
0
1
3
/
1
0
/
0
7
/
R
e
vi

si
ti
n
g-

th
e
-
M

ill
e
n
n
iu

m
-
G

o
al

s.
as

px

記
事

番
号

2
5
:

ポ
ス

ト
2
0
1
5
年

開
発

目
標

と
生

物
多

様
性

・
気

候
変

動
の

相
乗

効
果

に
期

待
U

N
C

T
A
D

2
0
1
3
年

1
2
月

h
tt

p:
/
/
u
n
c
ta

d.
o
rg

/
e
n
/
pa

ge
s/

n
e
w

sd
e
ta

ils
.a

sp
x?

O
ri
gi

n
al

V
e
rs

io
n
ID

=
6
7
5
&
S
it
e
m

ap
_x

0
0
2
0
_T

ax
o
n
o
m

y=
U

N
C

T
A
D

%
2
0
H

o
m

e
;

記
事

番
号

2
6
:

IP
B

E
S
 ア

ン
タ

ル
ヤ

合
意

を
採

択
，

事
務

局
長

を
任

命
B

io
di

ve
rs

it
y 

P
o
lic

y 
&

P
ra

c
ti
c
e

2
0
1
3
年

1
2
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
ip

be
s-

2
-
ad

o
pt

s-
th

e
-
an

ta
ly

a-
c
o
n
se

n
su

s-
ap

po
in

ts
-

fi
rs

t-
e
xe

c
u
ti
ve

-
se

c
re

ta
ry

/
記

事
番

号
2
7
:

R
E
D

D
+
ワ

ル
シ

ャ
ワ

フ
レ

ー
ム

ワ
ー

ク
に

合
意

W
R
I 
D

ig
e
st

2
0
1
3
年

1
2
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.w
ri
.o

rg
/
bl

o
g/

w
ar

sa
w

-
c
lim

at
e
-
m

e
e
ti
n
g-

m
ak

e
s-

pr
o
gr

e
ss

-
fo

re
st

s-
re

dd
記

事
番

号
2
8
:

世
界

の
海

域
の

う
ち

保
護

さ
れ

て
い

る
の

は
約

3
%

IN
C

N
2
0
1
3
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.iu
c
n
.o

rg
/
?1

3
9
1
2
/
W

o
rl
d-

n
e
ar

in
g-

3
-
o
f-

o
c
e
an

-
pr

o
te

c
ti
o
n

記
事

番
号

2
9
:

C
B

D
 W

G
R
I 
5
は

戦
略

，
協

力
お

よ
び

資
金

問
題

の
提

言
を

採
択

し
た

II
S
D

2
0
1
4
年

6
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
c
bd

-
w

gr
i-

5
-
ad

o
pt

s-
re

c
o
m

m
e
n
da

ti
o
n
s-

o
n
-
st

ra
te

gi
c
-

c
o
o
pe

ra
ti
o
n
-
an

d-
fi
n
an

c
ia

l-
is

su
e
s/

記
事

番
号

3
0
:

S
B

S
T
T
A
-
1
8
は

愛
知

目
標

に
関

連
す

る
科

学
的

問
題

に
関

す
る

提
言

を
採

用
し

た
II
S
D

2
0
1
4
年

6
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
sb

st
ta

-
1
8
-
ad

o
pt

s-
re

c
o
m

m
e
n
da

ti
o
n
s-

o
n
-
sc

ie
n
ti
fi
c
-

is
su

e
s-

re
la

te
d-

to
-
ai

c
h
i-

ta
rg

e
ts

-
im

pl
e
m

e
n
ta

ti
o
n
/

表
3
-
1
 
分
析
対
象
と
し
た
記
事
一
覧
 
（
そ
の

1）
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表
3
-
1
 
分
析
対
象
と
し
た
記
事
一
覧
 
（
そ
の

2）
 

表
分

析
対

象
記

事
覧

（
そ

）
T
E
E
B

・
自

然
資

本
に

関
連

し
た

記
事

（
8
件

）
配

信
元

日
付

U
R
L

記
事

番
号

3
1
:

自
然

資
本

の
価

値
評

価
を

す
す

め
る

国
際

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
始

動
T
E
E
B

2
0
1
2
年

1
1
月

h
tt

p:
/
/
te

e
bf

o
rb

u
si

n
e
ss

.o
rg

/
si

n
ga

po
re

-
la

u
n
c
h
/

記
事

番
号

3
2
:

自
然

資
本

の
価

値
評

価
に

む
け

て
，

さ
ま

ざ
ま

な
取

組
み

が
始

動
G

re
e
n
B

iz
.c

o
m

2
0
1
2
年

1
0
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.g
re

e
n
bi

z.
c
o
m

/
bl

o
g/

2
0
1
2
/
1
0
/
2
5
/
n
e
w

-
bu

si
n
e
ss

-
m

o
de

l-
an

d-
as

se
ss

m
e
n
t-

to
o

記
事

番
号

3
3
:

E
U

に
お

け
る

環
境

会
計

の
取

り
組

み
G

lo
ba

l 
E
c
o
n
o
m

ic
In

te
rs

e
c
ti
o
n

2
0
1
2
年

1
1
月

h
tt

p:
/
/
e
c
o
n
in

te
rs

e
c
t.
c
o
m

/
w

o
rd

pr
e
ss

/
?p

=
2
9
2
9
9

記
事

番
号

3
4
:

北
欧

諸
国

を
対

象
と

し
た

生
物

多
様

性
の

社
会

経
済

的
な

価
値

評
価

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
成

果
を

発
表

T
E
E
B

2
0
1
3
年

1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
e
e
bw

e
b.

o
rg

/
te

e
b-

n
o
rd

ic
-
re

po
rt

-
la

u
n
c
h
/

記
事

番
号

3
5
:

湿
地

が
持

つ
生

態
系

サ
ー

ビ
ス

の
社

会
経

済
的

な
価

値
と

湿
地

の
重

要
性

に
関

す
る

レ
ポ

ー
ト

を
発

表
E
c
o
sy

st
e
m

M
ar

ke
t p

la
c
e

2
0
1
3
年

2
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
c
o
sy

st
e
m

m
ar

ke
tp

la
c
e
.c

o
m

/
pa

ge
s/

dy
n
am

ic
/
ar

ti
c
le

.p
ag

e
.p

h
p?

pa
ge

_i
d=

9
5
8
4
§

記
事

番
号

3
6
:

W
B

C
S
D

が
事

業
活

動
の

中
で

の
自

然
資

源
へ

の
依

存
度

に
関

す
る

評
価

ツ
ー

ル
「
E
c
o
4
bi

z」
を

発
表

W
B

C
S
D

 n
e
w

s 
re

le
as

e
2
0
1
3
年

4
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.w
bc

sd
.o

rg
/
P
ag

e
s/

e
N

e
w

s/
e
N

e
w

sD
e
ta

ils
.a

sp
x?

ID
=
1
5
5
1
4
&
N

o
S
e
ar

c
h
C

o
n
te

xt
K

記
事

番
号

3
7
:

ビ
ジ

ネ
ス

の
た

め
の

T
E
E
B

，
環

境
外

部
性

の
上

位
1
0
0
位

を
挙

げ
る

II
S
D

2
0
1
3
年

4
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
te

e
b-

fo
r-

bu
si

n
e
ss

-
lis

ts
-
1
0
0
-
to

p-
e
n
vi

ro
n
m

e
n
ta

l-
e
xt

e
記

事
番

号
3
8
:

グ
ル

ジ
ア

の
T
E
E
B

調
査

で
，

エ
ネ

ル
ギ

ー
な

ど
の

セ
ク

タ
ー

が
対

象
に

II
S
D

2
0
1
3
年

9
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
e
e
bw

e
b.

o
rg

/
pu

bl
ic

at
io

n
/
te

e
b-

sc
o
pi

n
g-

st
u
dy

-
fo

r-
ge

o
rg

ia
-
m

ai
n
-
fi
n
di

n
gs

-
an

d
生

物
多

様
性

オ
フ

セ
ッ

ト
に

関
連

し
た

記
事

(1
4
件

）
記

事
番

号
3
9
:

B
B

O
P
が

生
物

多
様

性
オ

フ
セ

ッ
ト

基
準

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

公
表

B
B

O
P

2
0
1
2
年

1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.f
o
re

st
-
tr

e
n
ds

.o
rg

/
do

c
u
m

e
n
ts

/
fi
le

s/
do

c
_3

0
7
8
.p

df

記
事

番
号

4
0
:

生
物

多
様

性
オ

フ
セ

ッ
ト

の
有

効
性

を
懸

念
す

る
論

文
が

発
表

さ
れ

る
T
h
e
 U

n
iv

e
rs

it
y 

o
f

Q
u
e
e
n
sl

an
d

2
0
1
2
年

8
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.g
pe

m
.u

q.
e
du

.a
u
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

o
ff

se
ts

-
1
7
6
3
5
2

記
事

番
号

4
1
:

IU
C

N
と

鉱
山

業
界

が
生

物
多

様
性

オ
フ

セ
ッ

ト
に

関
す

る
レ

ポ
ー

ト
を

公
表

IU
C

N
2
0
1
3
年

2
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.iu
c
n
.o

rg
/
ab

o
u
t/

w
o
rk

/
pr

o
gr

am
m

e
s/

bu
si

n
e
ss

/
?1

1
8
6
6
/
IC

M
M

J
an

2
0
1
3

記
事

番
号

4
2
:

国
際

自
然

保
護

連
合

　
種

の
保

存
委

員
会

が
種

の
再

導
入

と
保

全
の

移
植

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
改

定
II
S
D

2
0
1
2
年

1
1
月

h
tt

p:
/
/
bi

o
di

ve
rs

it
y-

l.i
is

d.
o
rg

/
n
e
w

s/
iu

c
n
-
ss

c
-
gu

id
e
lin

e
s-

fo
r-

re
in

tr
o
du

c
ti
o
n
s-

n
o
w

-
av

ai
la

b

記
事

番
号

4
3
:

生
物

多
様

性
バ

ン
ク

に
よ

り
事

業
認

可
ま

で
の

期
間

が
短

縮
E
c
o
sy

st
e
m

M
ar

ke
t p

la
c
e

2
0
1
3
年

5
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
c
o
sy

st
e
m

m
ar

ke
tp

la
c
e
.c

o
m

/
pa

ge
s/

dy
n
am

ic
/
ar

ti
c
le

.p
ag

e
.p

h
p?

pa
ge

_i
d=

9
7
1
5

記
事

番
号

4
4
:

移
植

等
に

お
け

る
IU

C
N

の
新

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
ス

ペ
イ

ン
政

府
が

国
内

規
約

化
へ

S
c
o
o
p 

M
e
di

a
2
0
1
3
年

8
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
c
o
o
p.

c
o
.n

z/
st

o
ri
e
s/

W
O

1
3
0
8
/
S
0
0
2
3
1
/
sa

vi
n
g-

sp
e
c
ie

s-
by

-
tr

an
sl

o
c
at

io
n
-
n
e

記
事

番
号

4
5
:

英
国

の
環

境
・
食

糧
・
農

村
地

域
省

，
生

物
多

様
性

オ
フ

セ
ッ

ト
に

関
す

る
公

開
協

議
を

開
始

R
e
e
d 

B
u
si

n
e
ss

In
fo

rm
at

io
n
 L

im
it
e
d

2
0
1
3
年

9
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.f
w

i.c
o
.u

k/
ar

ti
c
le

s/
0
5
/
0
9
/
2
0
1
3
/
1
4
0
9
1
4
/
de

fr
a-

la
u
n
c
h
e
s-

bi
o
di

ve
rs

it
y-

o
ff

se
t t

記
事

番
号

4
6
:

ニ
ュ

ー
サ

ウ
ス

ウ
ェ

ー
ル

ズ
で

新
た

な
生

物
多

様
性

オ
フ

セ
ッ

ト
の

フ
レ

ー
ム

ワ
ー

ク
が

公
表

T
h
e
 E

n
vi

ro
n
m

e
n
t

B
an

k
2
0
1
3
年

8
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
n
vi

ro
n
m

e
n
tb

an
k.

c
o
m

/
n
e
w

s/
po

st
.p

h
p?

s=
2
0
1
3
-
0
8
-
0
1
-
n
e
w

-
bi

o
di

ve
rs

it
y-

o
ff

s

記
事

番
号

4
7
:

ラ
テ

ン
ア

メ
リ

カ
の

生
物

多
様

性
オ

フ
セ

ッ
ト

に
つ

い
て

コ
ロ

ン
ビ

ア
が

先
導

的
な

役
割

を
担

う
E
c
o
sy

st
e
m

M
ar

ke
t p

la
c
e

2
0
1
3
年

7
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
c
o
sy

st
e
m

m
ar

ke
tp

la
c
e
.c

o
m

/
pa

ge
s/

dy
n
am

ic
/
ar

ti
c
le

.p
ag

e
.p

h
p?

pa
ge

_i
d=

9
8
5
6
§

記
事

番
号

4
8
:

生
物

多
様

性
の

損
失

を
く
い

止
め

る
 ?

 E
U

の
「
ノ

ー
・
ネ

ッ
ト

・
ロ

ス
」
イ

ニ
シ

ア
チ

ブ
E
u
ro

pe
an

 C
o
m

m
is

si
o
n

2
0
1
4
年

6
月

h
tt

p:
/
/
e
u
ro

pa
.e

u
/
ra

pi
d/

pr
e
ss

-
re

le
as

e
_I
P
-
1
4
-
6
4
5
_e

n
.h

tm
記

事
番

号
4
9
:

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
，

ニ
ュ

ー
サ

ウ
ス

ウ
ェ

ー
ル

ズ
州

の
，

生
物

多
様

性
オ

フ
セ

ッ
ト

ポ
リ

シ
ー

C
la

yt
o
n
 U

tz
2
0
1
4
年

4
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.c
la

yt
o
n
u
tz

.c
o
m

/
pu

bl
ic

at
io

n
s/

e
di

ti
o
n
/
3
_a

pr
il_

2
0
1
4
/
2
0
1
4
0
4
0
3
/
n
sw

_b
io

di
ve

rs
it

記
事

番
号

5
0
:

ス
ペ

イ
ン

で
コ

ン
サ

ベ
ー

シ
ョ
ン

バ
ン

キ
ン

グ
E
c
o
sy

st
e
m

M
ar

ke
t p

la
c
e

2
0
1
4
年

1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
c
o
sy

st
e
m

m
ar

ke
tp

la
c
e
.c

o
m

/
pa

ge
s/

dy
n
am

ic
/
ar

ti
c
le

.p
ag

e
.p

h
p?

pa
ge

_i
d=

1
0
1
3
8

記
事

番
号

5
1
:

U
K
で

国
会

議
員

が
オ

フ
セ

ッ
ト

の
拙

速
な

導
入

に
待

っ
た

P
la

n
n
in

g 
R
e
so

u
rc

e
2
0
1
4
年

1
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
la

n
n
in

gr
e
so

u
rc

e
.c

o
.u

k/
ar

ti
c
le

/
1
2
2
6
2
2
4
/
m

ps
-
c
al

l-
bi

o
di

ve
rs

it
y-

o
ff

se
tt

in
g-

pa
記

事
番

号
5
2
:

生
物

多
様

性
オ

フ
セ

ッ
ト

で
は

守
れ

な
い

種
も

多
い

de
sa

lin
at

io
n
.b

iz
2
0
1
3
年

1
2
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.d
e
sa

lin
at

io
n
.b

iz
/
n
e
w

s/
n
e
w

s_
st

o
ry

.a
sp

?i
d=

7
3
5
5
&
c
h
an

n
e
l=

0
&
ti
tl
e
=
B

io
di

ve
rs

it
y

民
間

企
業

に
関

連
し

た
記

事
(3

件
）

記
事

番
号

5
3
:

W
B

C
S
D

が
作

成
し

て
い

る
ビ

ジ
ネ

ス
エ

コ
シ

ス
テ

ム
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
（
B

E
T
）
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

日
立

製
作

所
が

日
本

語
化

H
it
ac

h
i, 

L
td

.
2
0
1
2
年

7
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.h
it
ac

h
i.c

o
.jp

/
e
n
vi

ro
n
m

e
n
t/

vi
si

o
n
/
e
c
o
sy

st
e
m

_b
e
t.
h
tm

l

記
事

番
号

5
4
:

生
物

多
様

性
保

全
に

お
け

る
企

業
と

N
G

O
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

の
重

要
性

T
h
ai

la
n
d 

B
u
si

n
e
ss

L
e
ad

e
r

2
0
1
2
年

9
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
h
ai

bu
si

n
e
ss

le
ad

e
r.
c
o
m

/
in

te
rn

at
io

n
al

-
bu

si
n
e
ss

-
c
o
m

m
it
s-

to
-
bi

o
di

ve
rs

it
y-

re
s

記
事

番
号

5
5
:

電
機

・
電

子
業

界
の

生
物

多
様

性
保

全
活

動
と

愛
知

目
標

の
関

連
性

を
整

理
日

本
電

機
工

業
会

2
0
1
4
年

4
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.je
m

a-
n
e
t.
o
r.
jp

/
J
ap

an
e
se

/
e
n
v/

bi
o
di

ve
rs

it
y.

h
tm

l

そ
の

他
の

記
事

（
6
件

）
 ス

ペ
ー

ス
の

都
合

上
そ

の
2
に

掲
載

記
事

番
号

9
3
:

生
物

多
様

性
　

ホ
タ

ル
に

も
注

意
が

必
要

北
海

道
新

聞
2
0
1
2
年

8
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.h
o
kk

ai
do

-
n
p.

c
o
.jp

/
n
e
w

s/
e
di

to
ri
al

/
3
9
6
9
5
5
.h

tm
l

記
事

番
号

9
4
:

北
海

道
生

物
の

多
様

性
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
の

交
付

北
海

道
2
0
1
3
年

3
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
re

f.
h
o
kk

ai
do

.lg
.jp

/
ks

/
sk

n
/
ta

yo
u
se

i/
ta

yo
u
se

i_
to

p.
h
tm

#
ju

m
p_

se
id

o
記

事
番

号
9
5
:

佐
賀

県
：
佐

賀
県

生
物

多
様

性
重

要
地

域
の

選
定

佐
賀

県
2
0
1
3
年

4
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
re

f.
sa

ga
.lg

.jp
/
w

e
b/

ku
ra

sh
i/

_1
2
6
2
/
_3

3
0
5
8
/
_6

9
9
2
3
.h

tm
l

記
事

番
号

9
6
:

生
物

多
様

性
地

域
戦

略
の

策
定

状
況

に
つ

い
て

（
お

知
ら

せ
）

環
境

省
2
0
1
3
年

5
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.e
n
v.

go
.jp

/
pr

e
ss

/
pr

e
ss

.p
h
p?

se
ri
al

=
1
6
6
6
8

記
事

番
号

9
7
:

生
物

多
様

性
高

い
水

辺
ほ

ど
，

レ
ジ

ャ
ー

増
　

兵
庫

県
立

大
な

ど
分

析
神

戸
新

聞
2
0
1
3
年

8
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.k
o
be

-
n
p.

c
o
.jp

/
n
e
w

s/
sh

ak
ai

/
2
0
1
3
0
8
/
0
0
0
6
2
7
7
9
0
2
.s

h
tm

l
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表
分

析
象

記
事

覧
（
そ

）
電

力
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
関

連
し

た
記

事
(3

7
件

）
配

信
元

日
付

U
R
L

記
事

番
号

5
6
:

カ
ナ

ダ
で

環
境

に
影

響
の

あ
る

水
力

発
電

所
が

認
可

T
h
e
 V

ic
to

ri
a 

T
im

e
s

C
o
lo

n
is

t
2
0
1
2
年

5
月

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.t
im

e
sc

o
lo

n
is

t.
c
o
m

/
st

o
ry

_p
ri
n
t.
h
tm

l?
id

=
6
6
1
3
7
8
9

記
事

番
号

5
7
:

米
国

ア
リ

ゾ
ナ

州
・
ニ

ュ
ー

メ
キ

シ
コ

州
、

送
電

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
鳥

類
へ

の
影

響
に

つ
い

て
緩

和
可

能
と

の
報

告
書

を
米

国
B

u
re

au
 o

f 
L
an

d 
M

an
ag

e
m

e
n
tが

公
開

A
ri
zo

n
a 

D
ai

ly
 S

ta
r

2
0
1
2
年
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際機関の動向に関連した記事」（表 3-1：記事

番号 1-30）は，愛知目標達成に必要な資金拠

出目標に関する報告や国家戦略の策定などの

ニュース，自然保護区の指定の遅れ・資金不足

に対する国際 NGO の警告 （同：記事番号 10，

11）[40,41]，気候変動枠組条約・ラムサール条

約での決議や関係性の整理（記事番号 9，16）

など，国際条約や国際機関の動向に関する記事

のカテゴリである．バラスト水管理条約（日本

は国内法整備を概ね終え 2014 年 10 月批准）

の動向や気候変動の緩和策，海洋保護区などの

電力・エネルギー業界と関係のある情報があっ

たものの（記事番号 21，9，22），生物多様性

条約に関連して国内での新たな法整備や規制な

どに直接つながるような情報はなかった． 

「TEEB・自然資本に関連した記事」（記事

番号 31-38）は，生態系サービスの経済価値評

価や自然資本に関する記事である．このカテゴ

リには， EU や北欧諸国など地域単位，グルジ

アやインドなどの国単位，ブラジルのビジネス

セクター全般など産業界単位（記事番号 32，

33，34，38）で TEEB の枠組を含むいくつか

の手法による生態系サービスの経済価値評価に

取り組んでいる記事が含まれていた．これらの

記事は，現時点では国際プロジェクトや先進的

な企業を中心に生態系サービスの経済価値評価

に関する事例が蓄積されている段階であること

を示唆していた．ただし北欧やグルジア，イン

ドなどの TEEB による経済価値評価の事例で

は，地域・国レベルの評価対象として水力発電

や石炭火力発電が含まれており（記事番号 32，

38）[3,5]，将来的に国内での評価が実施される

場合には電気事業にも影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる． 

「生物多様性オフセットに関連した記事」

（記事番号 39-52）は，生物多様性オフセッ

ト・バンキング，代償ミティゲーションなどに

関する記事である．このカテゴリに含まれる記

事の中で実質的に国際的な最低基準としての意

味を持ち，民間企業に最も影響する動向として

は，政府・民間企業・環境 NGO の専門家らで

構成する国際的な団体であるビジネスと生物多

様性オフセットプログラム（BBOP）が作成し

たガイドラインである「生物多様性オフセット

に関する BBOP スタンダード」[38]が公表され

たことが挙げられる（記事番号 39）．なお日本

語訳が東北大学のグローバル COE プロジェク

トによって作成され，公開されている[42]．こ

のガイドラインでは，鉱山業界などグローバル

企業を中心に生物多様性オフセットの自主的な

取り組みが進んでいることが報告されている

（記事番号 41）．国レベルでは，英国が 2013

年に新たに生物多様性オフセット制度の導入に

向けた手続きを進めている [43] ほか，スペイン，

コロンビアでは生物多様性オフセット制度や生

態系の回復・再生によって生じた生物多様性の

価値を取引するオフセット・バンキング制度7

の導入が新たに検討されていることが明らかに

なった（記事番号 45，47，50）．湿地ミティ

ゲーションの先行する米国では，電力会社が発

電所の敷地の一部において湿地生態系の復元を

実施し，バンキングに活用している事例[44,45]

もあった．なお，日本では，環境影響評価制度

における代償措置として生物多様性オフセット

の導入が議論されている[46]．  

「民間企業に関連した記事」（記事番号 53-55）

には，環境会計のためのツール開発や国際的な

自然保護団体とのパートナーシップの締結など

の記事が含まれていた．記事で紹介されている

事例の中には業界団体レベルで生物多様性保全

活動と愛知目標との関連性を整理する試みもあ

り，国際的に合意された目標が民間企業の具体

的な取り組み内容に影響を与えることが示唆さ
                                                           
 
7事前に別の場所に生態系や生物多様性の復元を実

施して債権化することで，開発の際に必要に応じて

事業者間などで取引を可能とする制度 
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れた（記事番号 55）． 

「電力・エネルギーに関連した記事」（記事

番号 56-92）には，電力会社の生物多様性保全

の取り組みに対する表彰，個別地点の軋轢事例，

訴訟・認可取り消しになった事例，風力や送電

線に関するガイドラインの更新，バイオ燃料に

関する記事が含まれていた．軋轢事例としては，

インドにおける炭鉱隣接地における火力発電所

の建設反対運動（記事番号 65）や米国での地

元反対意見を反映した形での州議会による火力

発電新設認可の取り消しの事例（記事番号 70），

送電線新設の際の環境アセスメントのやり直し

を命じた判例に関する記事（記事番号 71，78）

などがあった．一方で，発電所構内での希少種

の保全が奏功し，絶滅危惧ランクが下がった事

例や（記事番号 64），COP-12 の企業フォーラ

ムで話題提供を行った EDF 社のように，発電

所の環境マネジメントにおいて生物多様性に関

するベンチマーク認証を得た事例（記事番号

80）など，先進的な取り組みを行っている電

力会社の取り組み事例の紹介も見られた． 

「その他」（記事番号 93-97）は，日本国内

における地方自治体の条例や生物多様性地域戦

略に関する記事であり，具体的には緑化におけ

る国内外来種等への対処や県指定の保護地域に

関連する記事が含まれていた． 

 

3.2.2 環境施策の分類による規制・制

度動向の分析 

生物多様性に関連した規制・制度の動向を

把握するために，各カテゴリにおいて環境施

策の種類ごとに記事の件数を集計した結果を

図 3-2 に示す．全体として自主的取組手法・情

報的手法に関する記事が多く，経済的手法に関

する記事は少なかった．規制的手法・手続的手

法関連の記事は「国際機関の動向に関連した記

事」，「生物多様性オフセットに関連した記事」，

「電力・エネルギーに関連した記事」で多かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-2 カテゴリにおける環境施策の分類ごとの出現頻度 
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規制的手法・手続的手法に関連した情報の

うち「国際機関の動向に関連した記事」で取り

扱われている主な内容は，先述のラムサール条

約などの国際条約・気候変動の緩和策・海洋保

護区に関するものであった（記事番号 9，22，

23，30）．2 章で述べたとおり，気候変動の緩

和策に関しては生物多様性条約以外の国際条約

で主に取り扱うことが記載されていた（記事番

号 30）．海洋保護区に関しても，具体的な政策

提言に言及した記事はなかった．これら以外の

記事についても，国レベルでの直接的な規制に

つながるような新たな動向を示唆するような情

報はなかった． 

「生物多様性オフセット」に関しては，すで

に制度として導入されている国での制度の変更

以外に，前節で述べたように新たに制度を導入

する動きも見られた．英国では 2012 年に生物

多様性オフセットのパイロットプロジェクトが

開始され，2013 年後半には制度導入に関する

パブリックコメントが実施された（記事番号

45）．ところが，制度導入を予定していた

2014 年になっても，国際環境 NGO である

Friends of Earth[43] や英国国会議員の一部（記

事番号 51）が地理的範囲の設定や予算策定な

どについての議論が不十分だとして，制度の拙

速な導入に反対する声明を公表するなど，導入

の是非をめぐる議論が続いている（記事番号

51）．日本でも現在，環境影響評価制度におけ

る生物多様性オフセットの導入に関する議論が

行われているが [46]，影響の回避・低減が軽視

される可能性，生物多様性の経済価値評価への

倫理的な抵抗感，情報の不足など様々な社会

的・技術的課題が現時点で挙げられている[46]．

一方，オフセット・バンキング制度については，

環境影響評価制度とは別の枠組みで検討する必

要性が指摘されており[46]，今後の国内外の動

向に注意していく必要がある． 

「電力・エネルギーに関連した記事」では

制度の運用や変更に関する記事が多かったが，

そのほとんどは，設備の建設に付随したアセス

メントの追加実施や許認可の取消などに関係す

る内容であった（記事番号 59，70 など）．火

力・原子力発電に関しては，国際機関・政府・

自治体による規制・制度の変更などに関する事

例は見られなかった．一方，水力発電・再生可

能エネルギー・送電線の開発に関する記事から

は，国際河川であるドナウ川沿いの開発原則の

制定（記事番号 82）や米国における風力発電

大量導入に伴うミティゲーション制度の運用方

法の変更（記事番号 83）に関する事例が見ら

れた．再生可能エネルギーについてはこれ以外

にも，EU の政府機関・企業・環境 NGO が再

生可能エネルギーの大量導入に関係するパート

ナーシップを締結した事例（記事番号 75）や

送電線・風力発電における環境配慮に関するガ

イドラインを改定した米国の事例（記事番号

68，87）が確認できた．日本国内でも風力発

電が新たに環境影響評価の対象事業に追加され

たが，再生可能エネルギーの大量導入を受けて，

世界的にも風力発電所の新設や送電線の新・増

設に対して新たな制度の追加や改正が行われて

おり，日本と似た状況が各地で起きていること

が分かった． 

「TEEB・自然資本に関連した記事」ではす

べてが自主的取組手法・情報的手法に関する情

報であり，生態系サービスへの直接支払いなど

の制度導入に関する議論は，国や自治体レベル

では見られなかった．「TEEB・自然資本」に

ついては取り組みが本格的に始まった COP-10

から 4 年程度しか経過していないため，現時点

ではまだ事例を蓄積している段階であると考え

られる．一方，民間の企業活動を対象とした生

物多様性を含む環境負荷の経済的評価において

東アジア・北アメリカの石炭火力発電所が全世

界で最も大きな影響（毎年 7,700 億ドル相当）

を及ぼすセクターに挙げられたという，電気事
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業者にとって留意すべき情報もあった（記事番

号 37）． 

 

４．国際動向と記事分析から見た電気

事業への影響 

 

これまで生物多様性に関する国内外の動向

を，生物多様性条約 COP-11・COP-12 を中心

とした国際会議での情報収集（2 章）及び

2012—2014 年にかけて実施した生物多様性関

連のニュース記事分析（3 章）によって明らか

にした．これらの結果をまとめ，図 4-1 に示し

たように今後注目すべき話題と電気事業の事業

活動や環境経営への影響に関して考察した． 

COP-12 において COP-10 以降の政治的課題

であった国際的な資金拠出目標が合意されたこ

とで国際社会は今後，2020 年の目標達成に向

けて取り組みを一層加速させる方向に進むと考

えられる．特に，愛知目標の達成を含め生物多

様性に関する施策を実施する上で必要となる資

金の確保策に関連して，生物多様性資金メカニ

ズムに関する議論は今後活発化すると考えられ

る．基本的に先進国から途上国への ODA の額

は今後大幅に増えることが見込まれないため，

その他の公的基金や民間資金の活用が検討され

る可能性がある．これらの動向は新たな制度の

導入や自主的取り組みの標準化などの両方の側

面から国内の民間企業の事業活動や環境経営に

影響を及ぼす可能性がある． 

今回調査した中では，制度に関連した動向

として，生態系サービスへの直接支払い制度や

生物多様性オフセット及びオフセット・バンキ

ング制度の動向に注意を払う必要があると考え

られる．生物多様性オフセットについては，日

本国内でも環境影響評価制度の枠組みの中で導

入の可能性が検討されているが[46]，生物多様

性の経済価値評価に基づく取引行為に対する技

術的・倫理的な懸念や開発に伴う影響を回避・

低減することが軽視されるのではないかという

懸念から，産業界・自然保護団体の両方から慎

重論が出されている[48,49]．制度導入に関して

解決すべき課題は多いため，環境影響評価制度

の枠組みの中で導入されるには相当な時間を要

すると考えられる．一方，ニュース記事から明

らかになった英国における生物多様性オフセッ

ト制度導入に関する議論の経緯を含め，制度導

入に向けた議論は国外で活発に行われている．

これらの議論や外国における先行事例は今後の

国内の議論においても影響を与えるだろう．そ

の反面，オフセット・バンキングについては，

自治体の施策や市民団体との連携を含む，環境

影響評価制度とは別の枠組みで導入を検討する

必要性も指摘されているため[46]，国の制度に

関する議論だけでなく地域・自治体レベルの動

向も把握し，活用可能性も見極めていく必要が

あると考えられる．  

自主的取り組みやガイドラインの策定など

の取り組みに関しては， COP-10 で TEEB の最

終報告書が公表されて以来，国レベル・業界団

体レベル・個別企業レベルで生態系サービスの

経済価値評価に関する様々な取り組みが進んで

いることが，COP-11・COP-12 での情報収集及

びニュース記事分析（記事番号 31-38）におい

て明らかになった．生態系サービスの経済価値

評価に関する取り組みの多くは試行段階である

が，すでにいくつかの規格・ガイドラインには

生態系サービスの経済価値評価や自然資本会計

に関する項目が含まれている．CSR 報告書など

に関する GRI（Global Reporting Initiative）[50]

による国際的なガイドラインでは，自社の活動

に関連する自然資本や生態系サービスの経済価

値評価結果について，統合報告書や CSR 報告

書を介して情報開示する事が推奨されている．

また，欧州では，EMAS（欧州環境マネジメン

ト ・ 監 査ス キ ー ム ：Eco-Management Audit 

Scheme）[51] などの環境認証制度に組み込む動 
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図 4-1 生物多様性条約に関する国内外の動向と電気事業とのかかわり 

 

きがある．国内では，複数の金融機関が融資の

優遇条件などに，事業における生物多様性や自

然資本に関する評価・保全が十分できている事

を含めた「自然資本評価型環境格付融資」を始

めており[52]，日本企業の中でも東芝など一部

企業が実際に自然資本会計に取り組みはじめて

いる[53] ．これらの動向は将来的に，環境会計

や環境報告書などに関する国や産業界のガイド

ラインなどにとりこまれる可能性が高く，投資

家・ステークホルダー向けの統合報告書や環境

会計における自社の操業に関連する生物多様

性・生態系サービスの価値や自然資本に関する

情報開示のあり方など，電気事業の環境経営に

対し影響を及ぼすと考えられる． 

これらの動向を踏まえると，国内の電気事

業者は，国内制度の動向を把握しつつ，今後も

生物多様性に関する自主的な取組みを推進して

いくためにも，生物多様性の経済的価値や自然

資本会計の側面からこれまでの取り組みについ

て評価してみるなどの新たな取り組みについて

も考慮していくことが必要となると考えられる．

国内の電気事業者はこれまでも発電・送配電設

備の建設・運用における動植物の保全活動や植

林活動など生物多様性保全に積極的に関わる取

り組みを進めてきているが，これらのうち

CSR 報告書等で公表されている取り組みは一

部であると思われる．国内外での競争力の強化

や環境有意性を得るためには，これらの自主的

な取り組みをきちんと評価し，効果的に情報開

示していくことが重要である．COP-12 では仏

EDF 社が自社の生物多様性に関する取り組み

を全社大で体系的に把握した上で，自社の操業
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が生物多様性へ与える負荷も含めた評価を実施

し，報告した事例が紹介されていたが．この取

り組みは国内の電気事業者にとって，集めるべ

き情報の種類や収集方法，体制づくりなどにつ

いてよい参考事例となるだろう． 

また，自社に関係する生物多様性の評価が

電気事業者の直接的なメリットになるケースも

将来的には有りうるだろう．国外では，米国の

電力系研究機関 EPRI が 2012 年に電気事業と

生態系サービスについてまとめた報告において，

Allegheny Energy 社（2010 年に FirstEnergy 社

へ吸収合併）の事例が紹介されており，同社が

ウェスト・バージニア州で自然資産として保有

していた水源地を連邦政府に売却する際に，生

態系サービスの経済価値評価を実施し，水源地

が持つ公益的価値に対する税制優遇措置を受け

ることができた事例が報告されていた[54]． 

民間企業と生物多様性に関しては今後，生

物多様性の経済価値評価や情報開示を含め，国

内外の様々な場面において社会的な要請にこた

える形で，自主的取り組みに対する業界標準が

形成されていくと考えられる．仏 EDF 社の事

例では，作業開始から実際に統合報告書に記載

するまでに 7 年程度の取り組み期間があったと

のことであった．国内の電気事業が将来に渡っ

て社会の信頼を維持していくためにも，具体的

な取り組みの実施に向けた準備を今から始める

必要があると考えられた． 

 

５．まとめ 

 

本報告では，生物多様性条約に関わる国際

動向について調査し，電気事業との関連性につ

いて考察した．生物多様性条約の決議に関して

は，直接的に電気事業に波及するような決議は

なかった．一方で，生態系サービスへの直接支

払いや生物多様性オフセット，オフセット・バ

ンキングなど生物多様性資金メカニズムに関連

した国際的な議論は活発化していると考えられ

た．また，生物多様性・生態系サービスや自然

資本の価値を定量評価し，経済活動の中に含め

ていこうとする一連の活動は，国や企業におけ

る環境会計や情報公開の取り組みまであらゆる

場面での事例が蓄積されつつあり，国内の電気

事業に対しても影響が及ぶ可能性が高いと考え

られた． 
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